
 
 
 
 
 
 

令和 7 年度 

丸亀市伝統的建造物群保存地区保存審議会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7年 4月 9日（水） 

 

丸亀市教育委員会教育部文化財保存活用課 

 

 

 

 

 

 

 

 



－1－ 
 

対象物件位置図 

 

 

①三宅巧邸（修理・修景） 

➁原田義治邸（修景） 



－2－ 
 

対象物件現況写真 

 

 
①三宅巧邸修理・修景（図面土地番号 130） 

 

 
➁原田義治邸修景（図面土地番号 44） 
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１．これまでの経緯
  ・昭和58年3月： 丸亀市伝統的建造物群保存地区保存条例を制定
  ・昭和59年12月：丸亀市塩飽本島町笠島伝統的建造物群保存地区保存計画を策定
  ・昭和60年4月： 国の重要伝統的建造物群保存地区に選定
  ・以後、「S63：笠島まち並保存センター」、「H2：文書館」、「H6：ふれあいの館」を順次一般公開
  ・令和7年度： 国の重要伝統的建造物群保存地区の選定制度が創設され50周年
         「塩飽本島町笠島伝統的建造物群保存地区」（以下「保存地区」という。）に選定され40周年を迎える。    

丸亀市塩飽本島町笠島伝統的建造物群保存地区の変遷

ふれあいの館（真木邸）

まち並み保存センター
左側：昭和60年頃（整備前）
右側：令和6年度 （整備後）
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東小路（北から）

東小路（南から）

マッチョ通り（西から）

左側：昭和60年頃（整備前）
右側：令和6年度 （整備後）
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